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（１）乳幼児期：健全な歯・口腔の育成 ①３歳児でう蝕のないものの割合の増加 ★ 77.1%（H21）＊１ 82.09% (H25)＊１ 90% 78.3%（H23）＊１ 80.85% (H25)＊６ 80% - 84.05%（H26）＊１ -

②１２歳児でう蝕のない者の増加 54.6%（H23）＊２ 60.35% (H26)＊２ 65% - 55.6% (H26)＊５ - - 55.7%（H26）＊２ -

③中学生・高校生における歯肉に炎症所見を有する者の割合の減少 25.1%（H17）＊３
10～14歳 26.7% (H23)＊３
15～19歳 23.6% (H23)＊３

20% - - - - - -

④２０歳代における歯肉に炎症所見を有する者の割合の減少 ◎ 31.7%（H21）＊４ - 25% - - - - - -

⑤４０歳代における進行した歯周炎を有する者の割合の減少 ◎ ★ 37.3%（H17）＊３
40～44歳 25.6% (H23)＊３
45～49歳 30.5% (H23)＊３

25% 44.9%（H23）＊２ - 35% - 32.0%（H26）＊３ -

⑥４０歳の未処置歯を有する者の割合の減少 40.3%（H17）＊３ - 10% - - - - 49.4%（H26）＊３ -

⑦４０歳で喪失歯のない者の割合 ◎ ★ 54.1% （H17）＊３ 40～44歳 65.6% (H23)＊３ 75% 67.8%（H23）＊２ - 70% - 90.6%（H26）＊３ -

⑧６０歳の未処置歯を有する者の割合の減少 37.6% （H17）＊３ - 10% - - - - 29.1%（H26）＊３ -

⑨６０歳代における進行した歯周炎を有する者の割合の減少 ◎ ★ 54.7%（H17）＊３
60～64歳 47.5% (H23)＊３
65～69歳 50.8% (H23)＊３

45% 58.4%（H23）＊２ - 50% - 38.5%（H26）＊３ -

⑩６０歳で２４歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加 ◎ ★ 60.2%（H17）＊３ - 70% 66.7%（H23）＊２ - 70% - 71.8%（H26）＊３ -

⑪８０歳で２０歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加 ◎ ★ 25.0%（H17）＊３
75～79歳 47.6% (H23)＊３
80～84歳 28.9% (H23)＊３

50% 50%（H23）＊３ - 60% 41.2%（H22）＊５ 40.6%（H25）＊５ 50.0%

（１）乳幼児期及び学齢期：口腔機能の獲得 ⑫３歳児での不正咬合等が認められるものの割合の減少 12.3%（H21）＊１ 12.22%(H25)＊１ 10% - 10.62%(H25) - - 11.0%（H26）＊１ -

（２）成人期及び高齢期：口腔機能の維持・向上 ⑬６０歳代における咀嚼良好者の割合の増加 ◎ ★ 73.4%（H21）＊４ 75.0% (H25)＊４ 80% 86.6%（H23）＊４ - 90% - 86.9%（H25）＊４ -

（１）障害者・障害児：定期的な歯科検診・歯科医
療の推進

⑭障害者支援施設及び障害児入所施設での定期的な歯科検診実施率の増加 66.9%（H23）＊５ - 90% - - - - - -

（２）要介護高齢者：定期的な歯科検診・歯科医療
の推進

⑮介護老人福祉施設及び介護老人保健施設での定期的な歯科検診実施率の増
加

19.2%（H23）＊５ - 50% - - - - - -

⑯過去一年間に歯科検診を受診した者の割合の増加 ◎ ★ 34.1%（H21）＊４ 47.8% (H24)＊４ 65% 51.9%（H23）＊４ - 60% - 41.9%（H25）＊４ -

⑰３歳児でう蝕がない者の割合が８０%以上である都道府県の増加 ◎ ★ ６都道府県（H21）＊１ ２６都道府県(H25)＊１ ２３都道府県 78.3%（H23）＊１ 80.85%(H25)＊６ - ※84.1％（H26）＊１ -

⑱１２歳児の一人平均う歯数が１．０歯未満である都道府県の増加 ◎ ★ ７都道府県（H23）＊２ １５都道府県（H26）＊２ ２８都道府県 1.4本（H23）＊５ 1.3本(H26)＊５ 1.0本 1.28歯（H23）＊２ 1.05歯（H26）＊２ １歯未満

⑲歯科口腔保健の推進に関する条例を制定している都道府県の増加 ２６都道府県（H24）＊６ ４１都道府県（H27）＊６ ３６都道府県 - H25年3月策定 -

◎：健康日本２１（第2次）に同様の指標があるもの
★：「福岡県歯科口腔保健推進計画」数値目標にも同様の指標
があるもの

具体的指標

「健康日本２１福岡市計画」に同様の指標があるもの

第三　定期的に歯科検診または歯科医療を受けることが困難なものに対する歯科口腔保健における目標

第四　歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備における目標：歯科口腔保健の推進体制の整備

出典・備考等

【県の策定時現状値出典】
＊１：歯科健康診査
＊２：市町村歯周疾患検診結果
＊３：歯科疾患実態調査
＊４：県民健康づくり調査
＊５：学校保健統計調査
＊６：３歳児歯科健康診査

【国の策定時現状値出典】
＊１：３歳児歯科健康診査
＊２：学校保健統計調査
＊３：歯科疾患実態調査
＊４：国民健康・栄養調査
＊５：平成23年度厚労科研「歯科口腔保健の推進に関する総合的な研究」
＊６：各都道府県公式ホームページ，日歯地域保健・産業保健・介護保険担当理
事連絡協議会資料

【福岡市の現状値出典】
＊１：３歳児歯科健康診査
＊２：福岡市学校保健統計
＊３：歯科節目健診
＊４：お口に関する市民アンケート調査
＊５：福岡市高齢者実態調査

　　　「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」を中心とした国，県，福岡市の現状

項目

（２）学齢期：口腔状態の向上

（3）成人期（妊産婦である期間を含む）健全な口
腔状態の維持

（４）高齢期：歯の喪失の防止

第一　歯科疾患の予防に関する目標

第二　生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上における目標

国 福岡県 福岡市
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